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鳥取県特別医療費助成条例の一部改正について

　次のとおり鳥取県特別医療費助成条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項の規定により、本議

会の議決を求める。

　　平成18年９月13日

鳥取県知事　　片　　山　　善　　博

　　　鳥取県特別医療費助成条例の一部を改正する条例

第１条　鳥取県特別医療費助成条例（昭和48年鳥取県条例第27号）の一部を次のように改正する。

　次の表の改正後の欄中下線が引かれた号（以下この条において「追加号」という。）を加える。

　次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（追加号を除く。）に改める。

議案第１０号
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改　　　　　　　正　　　　　　　後 改　　　　　　　正　　　　　　　前

（定義）

第２条　略

２　略

３　この条例において「被保険者等負担金」とは、社会保険各法そ

の他の法令（介護保険法及びこれに基づく命令を除く。）の規定

により被保険者等が負担することとなる費用（所得が低額である

ことその他の事情をしん酌して規則で定める者以外の者が病院又

は診療所（以下「病院等」という。）に入院している場合にあっ

ては、次に掲げる費用を除く。）をいう。

　（１）　入院時の食事療養に係る費用

　（２）　入院時の生活療養に係る費用のうち平成18年９月30日に保

険給付の対象者であったと仮定した場合に被保険者等が負担す

ることとなる入院時の食事療養に係る費用に相当する費用

（定義）

第２条　略

２　略

３　この条例において「被保険者等負担金」とは、社会保険各法そ

の他の法令（介護保険法及びこれに基づく命令を除く。）の規定

により被保険者等が負担することとなる費用（所得が低額である

ことその他の事情をしん酌して規則で定める者以外の者が病院又

は診療所（以下「病院等」という。）に入院している場合にあっ

ては、入院時の食事療養に係る費用を除く。）をいう。

第２条　鳥取県特別医療費助成条例の一部を次のように改正する。

　次の表の改正前の欄中下線が引かれた号（以下この条において「削除号」という。）を削る。
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　次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（削除号を除く。以下この条において「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下

線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分

に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

改　　　　　　　正　　　　　　　後 改　　　　　　　正　　　　　　　前

（定義）

第２条　略

２　略

３　この条例において「被保険者等負担金」とは、社会保険各法そ

の他の法令（介護保険法及びこれに基づく命令を除く。）の規定

により被保険者等が負担することとなる費用（入院時の生活療養

に係る費用及び所得が低額であることその他の事情をしん酌して

規則で定める者以外の者が病院又は診療所（以下「病院等」とい

う。）に入院している場合にあっては、入院時の食事療養に係る

費用を除く。）をいう。

（定義）

第２条　略

２　略

３　この条例において「被保険者等負担金」とは、社会保険各法そ

の他の法令（介護保険法及びこれに基づく命令を除く。）の規定

により被保険者等が負担することとなる費用（所得が低額である

ことその他の事情をしん酌して規則で定める者以外の者が病院又

は診療所（以下「病院等」という。）に入院している場合にあっ

ては、次に掲げる費用を除く。）をいう。

　（１）　入院時の食事療養に係る費用

　（２）　入院時の生活療養に係る費用のうち平成18年９月30日に保
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　　　附　則

（施行期日）

１　この条例は、平成18年10月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、同年11月１日から施行する。

（経過措置）

２　第１条の規定による改正後の鳥取県特別医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用

し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

３　第２条の規定による改正後の鳥取県特別医療費助成条例の規定は、平成18年11月１日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用

し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

険給付の対象者であったと仮定した場合に被保険者等が負担す

ることとなる入院時の食事療養に係る費用に相当する費用


